
社会福祉法人新潟みずほ福祉会

企業

概要

所在地
〒950-2264

新潟市西区みずき野1丁目6-11
業種 医療・福祉

Ｈ Ｐ https://www.nmf.jp
事業

内容

社会福祉事業
障害者総合支援法に沿った
障害者支援施設・多機能型事業所・共同生活援
助・短期入所・生活介護・相談支援事業

取組んでいるまたは取組みたいテーマ 具体的な自社の取組

時間や場所にとらわれない

多様で柔軟な働き方の推進
子育て・介護・治療と仕事の両立

□ 働きがいの向上
人材定着、育成や教育の充実
所定外労働の削減
休暇の取得促進
女性の活躍推進
高齢者の活躍推進
障がい者の活躍推進
若年層の雇用促進
多様な人材活用（短時間就労、外国人材など）

健康づくりの推進

□ その他（ ）

〇所定外労働の削減

支援ソフトや介護ロボット、見守りセンサー等、ICT

の導入を積極的に行い、業務効率化に努めています

〇人材定着、育成や教育の充実

キャリアパス制度、各種研修制度が充実しています

〇子育て・介護・治療と仕事の両立

休暇を取得しやすい職場環境の整備を進めています

〇休暇の取得促進

アニバーサリー休暇を導入しました

【人材確保・育成、働き方改革について】



社会福祉法人新潟みずほ福祉会

設 立 1975年(昭和50年）9月30日
基本理念

 ・利用者一人ひとりの尊厳を守り、人権の保障に努めます。
 ・利用者の視点に立ち、安心して利用できる、質の高い福祉サービスの提供に努めます。
・地域に親しまれる、安定した福祉の拠点作りと、豊かな社会福祉の実現に努めます。

所定外労働の削減
支援ソフトの導入、介護ロボットや見
守りセンサー等、ICTの導入を積極的に

  行い、業務の効率化に努めています。
2024年度月平均所定外労働時間:1.5時間

人材定着、育成や教育の充実
キャリアパス制度を導入することで、
目指すべき方針が把握でき、職員の
意欲の向上や主体性の促進を後押し
 します。（各種研修あり。）

子育て・介護・治療と仕事の両立
休業制度の周知を行い、男女共に育児
休業を取得しやすい環境を実現。
短時間勤務等、多様で柔軟な働き方を
推進しています。

休暇の取得促進
時間単位での有休取得が可能です。

  2025年度よりアニバーサリー休暇を
導入し、さらに休暇が取りやすい
職場環境を整えています。

働きやすい職場づくりを
目指します！！
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